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労働時間削減の裏で懸念されるサービス残業の増加
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（１）長時間労働への批判の高まりや働き方改革関連法の制定を受け、企業の労働時間削減に向けた
取り組みが進展。実際に、主要な雇用関連統計をみると、一般労働者の労働時間は2018年以降、
減少ペースが加速（図表１）。

（２）もっとも、サービス残業が増加している懸念が大。例えば、労働力調査では、毎月勤労統計に
比べ労働時間の減少幅が小。労働者を対象とする労働力調査では実際に働いた時間が集計され
るのに対し、事業所を対象とする毎月勤労統計は賃金を支払った分の労働時間のみを計上（図
表２）。すなわち、両統計の労働時間の乖離部分には、賃金支払いの発生しない「サービス残
業時間」が含まれていると解釈可能。

（３）ちなみに、両統計の乖離をサービス残業とみなして試算すると、労働時間の減少が加速し始め
た2018年以降、増加傾向に（図表３）。業務効率化が不十分ななか働き方改革を進めたことが、
結果としてサービス残業の増加を招いている可能性。業種別にみると、情報通信業、製造業な
どでは、減少しているものの、それら以外の大半の業種で増加。特に、生活関連サービス業・
娯楽業での増加が顕著（図表４）。

（４）2020年４月には時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されることで、サービス残業が一段
と増加する可能性あり。そうした事態の是正と真の働き方改革の実現には、生産性の向上が不
可欠。

 http://www.jri.co.jp 
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（図表４）業種別の１ヵ月あたりサービス残業時間

（試算値、2019年上期、前年差）（時間）

（資料）総務省、厚生労働省を基に日本総研作成

（注）本試算にあたっては、労働力調査は事業所規模５人以下の労働者

を含むなど、カバレッジに違いがあることに注意。
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（図表３）一般労働者のサービス残業時間

（試算値）（時間）

(年/月)

（資料）総務省、厚生労働省を基に日本総研作成

（注１）後方12ヵ月移動平均。

（注２）サービス残業時間＝総労働時間（労働力調査）－総労働時間

（毎月勤労統計）により試算。
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毎月勤労統計＜168.6＞

労働力調査＜186.3＞

（図表１）一般労働者の総労働時間
（2018年１月=100）

(年/月)
（資料）総務省、厚生労働省を基に日本総研作成

（注１）後方12ヵ月移動平均。

（注２）凡例＜＞内は2018年１月の総労働時間。

（注３）毎月勤労統計に関しては、2018年１月、2019年１月に実施され

た調査対象企業入れ替え、および、2019年６月に東京都の

「500人以上規模の事業所」を全数調査に切り替えたことにより

生じたデータの断層を調整。

（図表２）労働力調査と毎月勤労統計の違い

（資料）総務省、厚生労働省を基に日本総研作成
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